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第２２号議案 

令和８年度石巻市一般会計予算  

令和８年度石巻市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８１，２３０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１４条の規定に

より債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負

担行為」による。 

（地方債） 

第３条  法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条  法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

１０，０００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条  法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（報酬に係る共済費を除く。）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和８年２月１０日提出 

石巻市長 齋 藤 正 美 

令和 年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 市税 19,662,253

 1 市民税 7,388,119

 2 固定資産税 9,283,670

 3 軽自動車税 533,071

 4 市たばこ税 1,205,640

 5 入湯税 30,378

 6 都市計画税 1,221,375

 2 地方譲与税 773,701

 1 地方揮発油譲与税 117,600

 2 自動車重量譲与税 523,600

 3 地方道路譲与税 1

 4 森林環境譲与税 91,500

 5 特別とん譲与税 41,000

 3 利子割交付金 32,900

 1 利子割交付金 32,900

 4 配当割交付金 105,500

 1 配当割交付金 105,500

 5 株式等譲渡所得割交付金 184,100

 1 株式等譲渡所得割交付金 184,100

 6 法人事業税交付金 387,000

 1 法人事業税交付金 387,000

 7 地方消費税交付金 4,138,400

 1 地方消費税交付金 4,138,400

 8 自動車環境性能割交付金 1

 1 自動車環境性能割交付金 1

 9 地方特例交付金 309,600

 1 地方特例交付金 309,600

10 地方交付税 19,272,700

 1 地方交付税 19,272,700

11 交通安全対策特別交付金 13,900

 1 交通安全対策特別交付金 13,900

12 分担金及び負担金 446,257

 1 負担金 446,257

13 使用料及び手数料 1,513,574

 1 使用料 1,413,522

 2 手数料 100,052

14 国庫支出金 10,436,054

 1 国庫負担金 8,308,841

 2 国庫補助金 2,076,043

 3 国庫委託金 51,170

15 県支出金 5,203,453

金 額

- 2 -一般会計

(単位：千円)

款 項

 1 県負担金 2,975,524

 2 県補助金 1,980,199

 3 県委託金 247,730

16 財産収入 607,071

 1 財産運用収入 539,692

 2 財産売払収入 67,379

17 寄附金 3,001,002

 1 寄附金 3,001,002

18 繰入金 8,006,754

 1 基金繰入金 7,947,313

 2 特別会計繰入金 59,441

19 繰越金 1

 1 繰越金 1

20 諸収入 1,361,779

 1 延滞金加算金及び過料 12,230

 2 市預金利子 1

 3 貸付金元利収入 623,329

 4 受託事業収入 15,359

 5 雑入 710,860

21 市債 5,774,000

 1 市債 5,774,000

81,230,000

金 額

歳 入 合 計

- 2 -一般会計

- 3 - 一般会計



２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 議会費 400,790

 1 議会費 400,790

 2 総務費 11,894,704

 1 総務管理費 10,153,885

 2 徴税費 793,313

 3 戸籍住民基本台帳費 578,580

 4 選挙費 287,598

 5 統計調査費 28,280

 6 監査委員費 53,048

 3 民生費 27,373,407

 1 社会福祉費 7,307,692

 2 老人福祉費 5,847,943

 3 児童福祉費 11,041,774

 4 生活保護費 3,136,519

 5 災害救助費 39,479

 4 衛生費 8,301,521

 1 保健衛生費 4,323,734

 2 清掃費 3,725,162

 3 上水道費 252,625

 5 労働費 70,892

 1 労働福祉費 70,892

 6 農林水産業費 2,204,943

 1 農業費 1,250,036

 2 林業費 368,541

 3 水産業費 586,366

 7 商工費 2,653,543

 1 商工費 2,653,543

 8 土木費 5,943,233

 1 土木管理費 332,646

 2 道路橋りょう費 1,267,759

 3 河川費 69,494

 4 港湾費 34,523

 5 都市計画費 2,713,722

 6 住宅費 1,525,089

 9 消防費 3,694,301

 1 消防費 3,694,301

10 教育費 9,900,531

 1 教育総務費 1,269,607

 2 小学校費 2,142,558

 3 中学校費 1,137,200

 4 高等学校費 461,637

金 額

- 4 -一般会計

(単位：千円)

款 項

 5 幼稚園費 380,040

 6 社会教育費 1,391,910

 7 保健体育費 3,117,579

11 災害復旧費 1

 1 公共土木施設災害復旧費 1

12 公債費 8,592,133

 1 公債費 8,592,133

13 諸支出金 1

 1 普通財産取得費 1

14 予備費 200,000

 1 予備費 200,000

81,230,000

金 額

歳 出 合 計

- 4 -一般会計

- 5 - 一般会計
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第２表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

市報作成業務 
令和 

８年度分 

令和９年度から 

令和 11 年度まで 
58,850 

音声認識ソフトライセンス使用料 
令和９年度から 

令和 10 年度まで 
3,486 

会議システム使用料 
令和９年度から 

令和 13 年度まで 
22,335 

テレビ共聴施設改修事業費補助金 
令和８年度から 

令和９年度まで 
4,024 

ファイルサーバ借上料 令和９年度 13,122 

無停電電源装置借上料 令和９年度 6,863 

ガバメントクラウド接

続運用保守業務 

令和 

８年度分 
令和９年度 7,260 

仮想化基盤稼働維持保

守業務 

令和 

８年度分 
令和９年度 3,840 

仮想化サーバソフトウェアライセン

ス使用料 

令和９年度から 

令和 10 年度まで 
11,778 

個別業務システム仮想化基盤機器借

上料 

令和８年度から 

令和９年度まで 
54,622 

納税通知書作成等業務

（市・県民税特別徴収

分） 

令和 

８年度分 

令和８年度から 

令和 11 年度まで 
15,950 

納税通知書作成等業務

（固定資産税） 

令和 

８年度分 

令和８年度から 

令和９年度まで 
9,347 

口座振替関係通知書作

成等業務 

令和 

８年度分 

令和８年度から 

令和９年度まで 
3,696 

督促状作成等業務 
令和 

８年度分 

令和８年度から 

令和９年度まで 
3,888 

賦課徴収補助等業務 
令和８年度から 

令和 11 年度まで 
241,533 

戸籍システムクラウド

サービス利用料 

令和 

８年度分 

令和９年度から 

令和 10 年度まで 
2,763 

マイナンバーカード交付予約管理シ

ステム構築及び保守業務 

令和９年度から 

令和 12 年度まで 
12,953 
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（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

「石巻市北鰐山 

墓地移転資金融 

資あっせん要綱」 

に基づく資金融 

資に伴う利子補 

給及び損失補償 

利
子
補
給 

令和 

８年度分 

令和９年度から 

令和 13 年度まで 

借入残高に係る利子に相当す

る額 

損
失
補
償 

令和 

８年度分 

令和８年度から 

令和 14 年度まで 

未償還元金の 10％に相当す

る額 

夜間急患センター医事

業務 

令和 

８年度分 
令和９年度 16,803 

夜間急患センター医療

機器借上料 

令和 

８年度分 

令和９年度から 

令和 13 年度まで 
1,066 

牡鹿クリーンセンター解体事業 令和９年度 652,500 

「石巻市中小企業災害

等資金利子補給金交付

要綱」に基づく資金融資

に伴う利子補給 

令和 

８年度分 

令和８年度から 

令和 12 年度まで 

借入残高に対して年 1.0％以

内に相当する額 

「石巻市中小企業融資 

あっせん規則」に基づ 

く資金融資に係る損失 

補償 

令和 

８年度分 

令和８年度から 

令和 21 年度まで 

融資預託金の 10/100 以内に

相当する額 

「石巻市小企業小口融 

資あっせん規則」に基 

づく資金融資に係る損 

失補償 

令和 

８年度分 

令和８年度から 

令和 18 年度まで 

融資預託金の 10/100 以内に

相当する額 

校務用プリンターサブスクリプショ

ン利用料 

令和８年度から 

令和 14 年度まで 
309,400 

広渕小学校遠距離通学児童輸送業務 
令和８年度から 

令和 13 年度まで 
100,483 

ＬＥＤ照明灯借上料（学校施設） 
令和８年度から 

令和 15 年度まで 
315,275 

デバイス管理及びセキュリティサー

ビス運用業務 

令和８年度から 

令和９年度まで 
6,000 

指導者用ＷＥＢ教材ラ

イセンス使用料 

令和 

８年度分 

令和８年度から 

令和９年度まで 
16,870 
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第３表 地方債 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的         限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

情報通信設備等整

備事業債 
31,800 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、登

録債） 

5.0％ 以内

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金について

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率） 

 

起債年度から据置期間を

含め３０年以内に借入先

の融通条件に従い元利均

等償還又は元金均等償還

により償還する。ただし、

融通条件又は財政の都合

により償還年限の短縮又

は借り換えをすることが

できる。 

庁舎施設整備事業

債 
39,600 

公共施設解体事業

債 
32,400 

地域交通対策事業

債 
4,400 

子ども医療対策債 1,600 

保育所施設整備事

業債 
811,600 

保育所施設解体事

業債 
39,800 

放課後児童クラブ

施設整備事業債 
24,000 

保健衛生事業債 50,000 

斎場施設整備事業

債 
194,700 

清掃施設整備事業

債 
1,100 

清掃施設解体事業

債 
79,300 

農業施設整備事業

債 
178,400 

公有林整備事業債 32,400 
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（単位：千円） 

起 債 の 目 的         限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

水産業施設整備事

業債 
2,700 

   

漁港海岸施設整備

事業債 
38,500 

観光施設整備事業

債 
179,300 

道路新設改良事業

債 
57,000 

急傾斜地崩壊対策

事業債 
30,000 

公園整備事業債 30,900 

消防施設整備事業

債 
183,400 

消防施設解体事業

債 
10,900 

防災設備整備事業

債 
44,000 

小学校施設整備事

業債 
716,500 

中学校施設整備事

業債 
175,700 

保健体育施設整備

事業債 
115,900 

情報通信設備等整

備事業債 
1,200 

学校給食施設整備

事業債 
458,000 
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石巻市水産物地方卸売市場事業                

 

特 別 会 計                
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第２３号議案 

令和８年度石巻市水産物地方卸売市場事業特別会計予算 

令和８年度石巻市の水産物地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３８７，５０９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 

令和８年２月１０日提出 

石巻市長 齋 藤 正 美 

令和 年 月  日議決 

 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 使用料及び手数料 151,116

 1 使用料 151,116

 2 県支出金 470

 1 県委託金 470

 3 繰入金 106,669

 1 一般会計繰入金 106,669

 4 諸収入 129,254

 1 雑入 129,254

387,509

金 額

歳 入 合 計

- 14 -水産物地方卸売市場事業特別会計

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 水産物地方卸売市場費 376,113

 1 水産物地方卸売市場費 376,113

 2 災害復旧費 1

 1 市場施設災害復旧費 1

 3 公債費 11,395

 1 公債費 11,395

387,509

金 額

歳 出 合 計

- 15 - 水産物地方卸売市場事業特別会計
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石 巻 市 国 民 健 康 保 険 事 業                

 

特 別 会 計                
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第２４号議案 

令和８年度石巻市国民健康保険事業特別会計予算 

令和８年度石巻市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５，７３２，５１３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

令和８年２月１０日提出 

石巻市長 齋 藤 正 美      

令和 年 月  日議決 

 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 国民健康保険税 2,505,901

 1 国民健康保険税 2,505,901

 2 使用料及び手数料 67

 1 手数料 67

 3 国庫支出金 1

 1 国庫補助金 1

 4 県支出金 11,827,007

 1 県負担金 11,827,007

 5 財政安定化基金交付金 1

 1 財政安定化基金交付金 1

 6 財産収入 1,721

 1 財産運用収入 1,721

 7 繰入金 1,358,876

 1 一般会計繰入金 1,315,268

 2 基金繰入金 43,608

 8 繰越金 1

 1 繰越金 1

 9 諸収入 38,938

 1 延滞金加算金及び過料 13,001

 2 雑入 25,937

15,732,513

金 額

歳 入 合 計

- 20 -国民健康保険事業特別会計

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 170,071

 1 総務管理費 113,336

 2 徴税費 55,719

 3 運営協議会費 1,016

 2 保険給付費 11,669,855

 1 療養諸費 9,915,251

 2 高額療養費 1,709,252

 3 移送費 300

 4 出産育児諸費 32,514

 5 葬祭諸費 12,500

 6 傷病手当金 38

 3 国民健康保険事業費納付金 3,648,365

 1 医療給付費分 2,415,942

 2 後期高齢者支援金等分 871,530

 3 介護納付金分 281,538

 4 子ども・子育て支援納付金分 79,355

 4 保健事業費 181,270

 1 特定健康診査等事業費 157,170

 2 保健事業費 24,100

 5 基金積立金 1,721

 1 基金積立金 1,721

 6 諸支出金 31,231

 1 償還金及び還付加算金 31,231

 7 予備費 30,000

 1 予備費 30,000

15,732,513

金 額

歳 出 合 計

- 21 - 国民健康保険事業特別会計
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第２表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

納税通知書作成等業務 
令和    

８年度分 

令和８年度から 

令和９年度まで 
6,820 

賦課徴収補助等業務 
令和８年度から 

令和 11 年度まで 
97,191 

口座振替関係通知書作成

等業務 

令和    

８年度分 

令和８年度から 

令和９年度まで 
924 

督促状作成等業務 
令和    

８年度分 

令和８年度から 

令和９年度まで 
2,251 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 後 期 高 齢 者 医 療 

 

特 別 会 計                
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第２５号議案 

令和８年度石巻市後期高齢者医療特別会計予算  

令和８年度石巻市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，８４０，２９３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

令和８年２月１０日提出 

石巻市長 齋 藤 正 美 

令和 年 月  日議決 

 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 2,076,904

 1 後期高齢者医療保険料 2,076,904

 2 使用料及び手数料 2

 1 手数料 2

 3 繰入金 673,037

 1 一般会計繰入金 673,037

 4 繰越金 1

 1 繰越金 1

 5 諸収入 79,016

 1 延滞金及び過料 151

 2 受託事業収入 72,350

 3 雑入 6,515

 6 国庫支出金 11,333

 1 国庫補助金 11,333

2,840,293

金 額

歳 入 合 計

- 26 -後期高齢者医療特別会計

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 79,401

 1 総務管理費 65,832

 2 徴収費 13,569

 2 保健事業費 94,792

 1 健康診査事業費 94,792

 3 後期高齢者医療広域連合納付金 2,659,899

 1 後期高齢者医療広域連合納付金 2,659,899

 4 諸支出金 6,201

 1 償還金及び還付加算金 6,200

 2 繰出金 1

2,840,293

金 額

歳 出 合 計

- 27 - 後期高齢者医療特別会計
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第２表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

賦課徴収補助等業務 
令和８年度から 

令和 11 年度まで 
10,799 

納入通知書作成等業務 
令和    

８年度分 

令和８年度から 

令和９年度まで 
3,850 

督促状作成等業務 
令和    

８年度分 

令和８年度から 

令和９年度まで 
341 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 介 護 保 険 事 業                

 

特 別 会 計                
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第２６号議案 

令和８年度石巻市介護保険事業特別会計予算 

令和８年度石巻市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６，０７９，１９６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

令和８年２月１０日提出 

石巻市長 齋 藤 正 美 

令和 年 月  日議決 

 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 介護保険料 2,869,141

 1 介護保険料 2,869,141

 2 使用料及び手数料 2

 1 手数料 2

 3 国庫支出金 3,853,778

 1 国庫負担金 2,684,718

 2 国庫補助金 1,169,060

 4 支払基金交付金 4,231,088

 1 支払基金交付金 4,231,088

 5 県支出金 2,251,961

 1 県負担金 2,145,596

 2 県補助金 106,365

 6 財産収入 3,033

 1 財産運用収入 3,033

 7 繰入金 2,869,777

 1 一般会計繰入金 2,405,612

 2 基金繰入金 464,165

 8 繰越金 1

 1 繰越金 1

 9 諸収入 415

 1 延滞金及び過料 2

 2 貸付金元利収入 360

 3 雑入 53

16,079,196

金 額

歳 入 合 計

- 32 -介護保険事業特別会計

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 272,687

 1 総務管理費 152,764

 2 徴収費 16,232

 3 介護認定審査会費 103,691

 2 保険給付費 14,862,508

 1 介護サービス等諸費 13,300,473

 2 介護予防サービス等諸費 570,435

 3 その他諸費 13,058

 4 高額介護サービス等費 397,681

 5 高額医療合算介護サービス等費 47,064

 6 特定入所者介護サービス等費 533,797

 3 財政安定化基金拠出金 1

 1 財政安定化基金拠出金 1

 4 地域支援事業費 834,583

 1 介護予防・生活支援サービス事 730,155

業費

 2 一般介護予防事業費 71,760

 3 包括的支援事業・任意事業費 30,399

 4 その他諸費 2,269

 5 保健福祉事業費 20,942

 1 保健福祉事業費 20,942

 6 基金積立金 3,033

 1 基金積立金 3,033

 7 諸支出金 65,442

 1 償還金及び還付加算金 6,002

 2 繰出金 59,440

 8 予備費 20,000

 1 予備費 20,000

16,079,196

金 額

歳 出 合 計

- 33 - 介護保険事業特別会計
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第２表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

賦課徴収補助等業務 
令和８年度から 

令和 11 年度まで 
10,799 

督促状作成等業務 
令和    

８年度分 

令和８年度から 

令和９年度まで 
341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 病 院 事 業 会 計                
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第２７号議案 

   令和８年度石巻市病院事業会計予算 

 （総則） 

第１条 令和８年度石巻市の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 病床数         一般病床 155 床  療養病床 40 床  計 195 床 

 (2) 年間入院外来患者数 入院 57,744 人 外来 60,484 人 

 (3) １日平均入院外来患者数 入院  158.2 人 外来  250.9 人 

 (4) 主要な建設改良事業 建設改良費        58,134 千円 

器械備品購入費     128,060 千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

     （収 入） 

第１款   病院事業収益 4,858,431 千円 

 第１項  医業収益 3,518,027 千円 

 第２項  医業外収益 1,340,403 千円 

 第３項  特別利益 1 千円 

     （支 出） 

第１款   病院事業費用 5,586,803 千円 

 第１項  医業費用 5,500,845 千円 

 第２項  医業外費用 69,558 千円 

 第３項  特別損失 5,400 千円 

 第４項  予備費 11,000 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

     （収 入） 

第１款   資本的収入 585,360 千円 

 第１項  企業債 437,800 千円 

 第２項  他会計出資金 147,466 千円 

 第３項  他会計負担金 94 千円 

     （支 出） 

第１款   資本的支出 585,360 千円 

 第１項  建設改良費 186,194 千円 

 第２項  企業債償還金 399,166 千円 
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 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

                                 （単位：千円） 

事   項 期   間 限 度 額 

医事業務 
令和 

８年度分 
令和９年度 48,230 

リネン等賃借料（牡鹿医療センター分）  
令和８年度から 

令和 11 年度まで 
8,409 

 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

                                 （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

石巻市立病院医療

機器等整備事業債 
114,000 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、

登録債） 

5.0％

以内 

起債年度から据置期間を含め３０

年以内に借入先の融通条件に従い

元利均等償還又は元金均等償還に

より償還する。ただし、融通条件

又は財政の都合により償還年限の

短縮又は借り換えをすることがで

きる。 

石巻市立病院附属

牡鹿医療センター

設備改良事業債 

58,100 

石巻市立病院附属

牡鹿医療センター

医療機器等整備事

業債 

14,000 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 第１款病院事業費用のうち第１項医業費用、第２項医業外費用及び第３項特別損失   

に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又

はそれ以外の経費をその金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職員給与費      ２，８０１，４２１千円 

 (2) 交際費              ５００千円 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 医師確保対策等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

 ４４１，８０７千円である。 
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 （たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、５００，０１０千円と定める。 

 （重要な資産の取得） 

第１２条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

 取得する資産 

種    類 名      称 数量 備     考 

器械及び装置 クラウド型ＰＡＣＳシステム 一式 石巻市立病院 

 

 令和８年２月１０日提出 

                        石巻市長 齋 藤 正 美      

  令和 年 月  日議決 
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石 巻 市 下 水 道 事 業 会 計 
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第２８号議案 

   令和８年度石巻市下水道事業会計予算 

（総則） 

第１条 令和８年度石巻市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 接続戸数               38,818 戸 

(2) 年間処理水量 9,050,722 ㎥ 

(3) 一日平均処理水量 24,796 ㎥ 

(4) 主要な建設改良事業  

管渠等建設改良費           1,773,640 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

     （収 入） 

第１款 下水道事業収益 8,550,000 千円 

第１項 営業収益 2,769,090 千円 

第２項 営業外収益 5,780,909 千円 

第３項 特別利益 1 千円 

（支 出） 

第１款 下水道事業費用 8,520,147 千円 

第１項 営業費用 8,051,488 千円 

第２項 営業外費用 465,449 千円 

第３項 特別損失 210 千円 

第４項 予備費 3,000 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額 1,450,804 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

102,078 千円、当年度損益勘定留保資金 1,337,542 千円及び当年度利益剰余金処分額

11,184 千円で補填するものとする。）。 

（収 入） 

第１款 資本的収入 3,592,308 千円 

第１項 企業債 2,625,000 千円 

第２項 分担金及び負担金 17,408 千円 

第３項 補助金 949,900 千円 
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（支 出） 

第１款 資本的支出 5,043,112 千円 

第１項 建設改良費 2,178,009 千円 

第２項 企業債償還金 2,862,103 千円 

第３項 予備費 3,000 千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

                                 （単位：千円） 

事     項 期   間 限 度 額 

「石巻市水洗便

所等改造資金融

資あっせん要綱｣

に基づく資金融

資に伴う利子補

給及び損失補償  

利 
子 
補 
給 

令和 

８年度分 

令和９年度から 

令和 13 年度まで 

水洗便所等改造資金の借入残高に

対して年8.5％以内の利子補給 

損 
失 
補 
償 

令和 

８年度分 

令和８年度から 

令和 14 年度まで 

未償還元金の10/100に相当する金

額の損失補償 

納付書・督促状作成

等業務 

令和 

８年度分 

令和９年度から 

令和 10 年度まで 
2,200 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

                                 （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

公共下水道建設事業債  828,500 
普 通 貸 借

又は証券発

行（ただし、

登録債） 

5.0％以内（た

だし、利率見直

し方式で借り

入れる政府資

金及び地方公

共団体金融機

構資金につい

て、利率の見直

しを行った後

においては、当

該見直し後の

利率） 

起債年度から据置期

間を含め４０年以内

に借入先の融通条件

に従い元利均等償還

又は元金均等償還に

より償還する。ただ

し、融通条件又は財政

の都合により償還年

限の短縮又は借り換

えをすることができ

る。 

流域下水道整備事業債 397,400 

資本費平準化債 1,372,700 

特別措置債 17,200 

農業集落排水施設整備

事業債 
6,000 

浄化槽整備事業債 3,200 
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（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、２，０００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （1） 第１款下水道事業費用のうち第１項営業費用、第２項営業外費用及び第３項特別

損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又

はそれ以外の経費をその金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（1） 職員給与費            ２４２，３１３千円 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 分流式下水道等に要する経費等のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金

額は、１，５６２，３１６千円である。 

 （利益剰余金の処分） 

第１１条 当年度利益剰余金のうち１１，１８４千円は、次のとおり処分するものと定める。 

（1） 減債積立金            １１，１８４千円 

  

令和８年２月１０日提出 

                        石巻市長 齋 藤 正 美     

令和 年 月  日議決 


